
様式第 1 号(第 2条関係) 

個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 未就学児名簿 

行政機関等の名称 志摩市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部 地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 主任児童委員による市内児童の把握のため 

記録項目 

１整理番号、２住所、３性別、４生年月日 

記録範囲 ０歳以上５歳以下の児童 

記録情報の収集方法 同一機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 主任児童委員 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名 称) 志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課  

(所在地) 志摩市阿児町鵜方３０９８番地２２ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

(電算処理ファイル) 
□法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 

政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備   考 
 

 



様式第 1 号(第 2条関係) 

個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 高齢者名簿 

行政機関等の名称 志摩市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部 地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 民生委員・児童委員による市内高齢者の把握のため 

記録項目 

１整理番号、２住所、３性別、４生年月日 

記録範囲 住民基本台帳上の６５歳以上の高齢者のみの世帯 

記録情報の収集方法 同一機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 民生委員・児童委員 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名 称) 志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課  

(所在地) 志摩市阿児町鵜方３０９８番地２２ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

(電算処理ファイル) 
□法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 

政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備   考 
 

 



様式第 1 号(第 2条関係) 

個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 救急情報キット配付者名簿 

行政機関等の名称 志摩市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部 地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 救急医療情報キット配付者の情報把握 

記録項目 

１配付年度、２整理番号、３宛名番号、４世帯番号、５配付有

無、６世帯区分、７氏名、８世帯主氏名、９生年月日、１０年

齢、１１性別、１２現住所１３行政区コード、１４行政区、１

５自治会加入、１６追加有無、１７特記事項、１８地区 

記録範囲 救急医療キット配付者 

記録情報の収集方法 同一機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 志摩市消防本部 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名 称) 志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課 

(所在地) 〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
─ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

(電算処理ファイル) 
□法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 

政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
─ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備   考 
 

 



様式第 1 号(第 2条関係) 

個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 障害者福祉システム 

行政機関等の名称 志摩市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部 地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳情報の管理、

特別障害者手当・障害児福祉手当、自立支援給付の支給決定・

進達・交付業務、障害福祉サービス・障害児支援提供のため 

記録項目 

１宛名番号、２世帯番号、３生年月日・年齢・性別、４氏名、

５住所、６保護者情報・世帯情報・続柄、７受付場所、８受取

場所、９個人番号、１０申請日、１１等級、１２総合判定、１

３交付日、１４手帳番号、１５割引種別、１６認定番号、１７

次回有期年月、１８障害名、１９障害区分、２０年金受給状況・

種類・記号、２１施設入所状況、２２入院状況、２３保険種類・

被保険者証記号番号・保険者名、２４生活保護、２５要介護、

２６後期高齢、２７支給開始年月、２８支給状況、２９支払方

法（口座情報）３０申請理由、３１ケース番号、３２傷病名、

３３申請理由、３４起案日、３５起案者、３６調査日、３７査

員、３８医療費概算額・概算額内訳、３９措置内容、４０決定

内容、４１公費負担者番号、４２認定区分、４３交付年月日、

４４有効期間、４５受給者番号、４６喪失年月日、４７判定依

頼日、４８判定方法、４９判定依頼取下理由、５０生活保護境

界層、５１課税・非課税世帯、５２重度かつ継続、５３所得・

収入、５４認定所得区分、５５自己負担、負担上限額、５６医

療機関名、５７医療の具体的方針、５８特定疾病療養受療証、

５９入院・入院外、６０却下理由、６１再交付年月日、６２治

療見込期間、６３治療後における障害の回復状況の見込、６４

装具・用具情報、６５補装具情報、６６決定区分、６７決定日、

６８券発行日、６９給付貸与番号、７０住宅改修住所、７１サ

ービスの区分、７１サービスの種類、７２サービス利用希望日

７３支給決定情報、７４所得判定情報 

 

記録範囲 

身体障害者手帳の交付申請を提出した者、自立支援給付の

支給申請を提出した者、障害福祉サービスの利用申請を提

出した者 

記録情報の収集方法 
本人又は保護者の申告によるもの、県から交付があったことに

よるもの 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ─ 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名 称) 志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課 

(所在地) 志摩市阿児町鵜方 3098 番地 22 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
─ 

個人情報ファイルの種別 
☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

(電算処理ファイル) 
□法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 



政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
─ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含む 

備   考 
 

 

  



様式第 1 号(第 2条関係) 

個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿 

行政機関等の名称 志摩市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部 地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 避難行動要支援者の避難や避難生活等を円滑に進める。 

記録項目 
１宛名番号、２氏名、３住所、４性別、５生年月日、 

６障がい・介護区分 

記録範囲 

・要介護３以上の認定を受けている者 

・身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている者 

・療育手帳（程度区分Ａ１又はＡ２）の交付を受けている者 

・精神障害者保健福祉手帳１級又は２級の交付を受けている

者 

・75 歳以上の高齢者のみで構成される世帯の者 

・上記以外で、自ら支援が必要と申し出た者 

記録情報の収集方法 本人、介護・総合相談支援課、地域福祉課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む  

記録情報の経常的提供先 
防災危機管理室、消防本部、 

介護・総合相談支援課、健康推進課 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名 称) 志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課 

(所在地) 志摩市阿児町鵜方 3098 番地 22 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
─ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

(電算処理ファイル) 
☑法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 

政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
─ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
─ 

行政機関等匿名加工情報の概要 ─ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

─ 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
─ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
─ 

備   考 
 



様式第 1 号(第 2条関係) 

個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 
戦没者遺族等に対する特別給付金・特別弔慰金受給権者ファイ
ル 

行政機関等の名称 志摩市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部 地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 各種特別給付金及び特別弔慰金支給法に基づく援護 

記録項目 

1 氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５戦没者氏名、６

戦没者生年月日、７戦没者死亡年月日、８戦没者との続柄、９

裁定都道府県名、10 裁定通知書番号  

記録範囲 

１ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金の請求書を提出した者 

２ 戦没者等の妻に対する特別給付金の請求書を提出した者 

３ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求書を提出した者 

４ １～３の者を遺族とする戦没者 

記録情報の収集方法 本人及び委任者、相続人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 各都道府県庁担当課 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名 称) 志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課 

(所在地) 志摩市阿児町鵜方 3098 番地 22 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

(電算処理ファイル) 
☑法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 

政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備   考 
 

 



様式第 1 号(第 2条関係) 

個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 
低所得者支援給付金（非課税世帯・均等割のみ課税世帯分）対
象者リスト 

行政機関等の名称 志摩市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部 地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
志摩市低所得者支援給付金（非課税世帯・均等割のみ課税世帯

分）の支給のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５電話番号、６メー

ルアドレス、７税情報、８宛名情報、９口座情報 

記録範囲 

令和 6 年 6 月 3 日現在で志摩市の住民基本台帳に登録のある

世帯全員が令和 6 年度住民税所得割非課税世帯もしくは住民

税均等割のみ課税世帯からなる世帯。 

記録情報の収集方法 本人及び他組織 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名 称) 志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課 

(所在地) 三重県志摩市阿児町鵜方 3098 番地 22 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

(電算処理ファイル) 
☑法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 

政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備   考 
 

 

 



様式第 1 号(第 2条関係) 

個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 定額減税補足給付金対象者リスト 

行政機関等の名称 志摩市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部 地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 志摩市定額減税補足給付金の支給のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５電話番号、６メー

ルアドレス、７税情報、８宛名情報、９口座情報 

記録範囲 
令和６年１月１日時点で志摩市の課税台帳に登録のある者

等 

記録情報の収集方法 本人及び他組織からの提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名 称) 志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課 

(所在地) 志摩市阿児町鵜方 3098 番地 22 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

(電算処理ファイル) 
☑法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 

政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル ☑有 ☐無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備   考 
 

 


